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静岡県人事委員会規則13－99

会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

（趣旨）

第１条 この規則は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成７年静岡県条例第８号。以下「条

例」という。）第17条の規定に基づき、地方公務員法（昭和25年法律第261号。以下「法」という。）第22条の

２第１項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

（フルタイム会計年度任用職員の勤務時間等）

第２条 フルタイム会計年度任用職員の１週間の勤務時間は、一般職常勤職員の例による。

２ フルタイム会計年度任用職員の週休日及び勤務時間の割振りは、一般職常勤職員の例による。

３ フルタイム会計年度任用職員の週休日の振替及び４時間の勤務時間の割振り変更は、一般職常勤職員の

例による。

（パートタイム会計年度任用職員の勤務時間等）

第３条 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、４週間を超えない期間につき１週

間当たり38時間45分未満とする。

２ 任命権者は、パートタイム会計年度任用職員について、少なくとも１週間について２日の週休日を設け

るものとする。ただし、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のあるパートタイム

会計年度任用職員の週休日の設定については、４週間ごとの期間につき少なくとも８日の週休日を設け、

次項により勤務を割り振られた日が引き続き12日を超えないようにしなければならない。

３ 任命権者は、パートタイム会計年度任用職員について、１日につき７時間45分を超えない範囲内で勤務

時間を割り振るものとする。ただし、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある

パートタイム会計年度任用職員の勤務時間の割振りについては、１回の勤務に割り振られる勤務時間が16

時間を超えないようにしなければならない。

（休憩時間）

第４条 会計年度任用職員の休憩時間については、一般職常勤職員の例による。

（正規の勤務時間以外の時間における勤務）

第５条 任命権者（県費負担教職員については、市町の教育委員会。次条第１項から第３項まで、第９条第

６項及び第11条第１項において同じ。）は、正規の勤務時間（第２条及び第３条の規定による勤務時間をい

う。以下同じ。）以外の時間における条例第９条第１項及び第２項に規定する勤務を、一般職常勤職員の例

により、会計年度任用職員に命ずることができる。

（育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限）

第６条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子（地方公務員の育児休業等に関する法律（平成

３年法律第110号。以下「育休法」という。）第２条第１項に規定する子をいう。次項及び第３項において

同じ。）のある会計年度任用職員（会計年度任用職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜（午後10



時から翌日の午前５時までの間をいう。以下この項において同じ。）において常態として当該子を養育す

ることができるものとして職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則（静岡県人事委員会規則13－

32。以下「勤務時間規則」という。）第７条の４で定める者に該当する場合における当該会計年度任用職

員を除く。）が、一般職常勤職員の例により、当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に

支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

２ 任命権者は、３歳に満たない子のある会計年度任用職員が、一般職常勤職員の例により、当該子を養

育するために請求した場合には、当該請求をした会計年度任用職員の業務を処理するための措置を講ず

ることが著しく困難である場合を除き、条例第９条第２項に規定する勤務（災害その他避けることがで

きない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。）をさせてはならない。

３ 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある会計年度任用職員が、一般職常勤職員の例に

より、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした会計年度任用職員の業務を処理する

ための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、１月について24時間、１年について150時間を

超えて、条例第９条第２項に規定する勤務をさせてはならない。

４ 前３項の規定は、要介護者（条例第９条の３第４項に規定する要介護者をいう。以下同じ。）を介護す

る会計年度任用職員について準用する。この場合において、第１項中「小学校就学の始期に達するまで

の子（地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第110号。以下「育休法」という。）第２条第

１項に規定する子をいう。次項及び第３項において同じ。）のある会計年度任用職員（会計年度任用職員

の配偶者で当該子の親であるものが、深夜（午後10時から翌日の午前５時までの間をいう。以下この項

において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する規則（静岡県人事委員会規則13－32。以下「勤務時間規則」という。）第７条の４で定め

る者に該当する場合における当該会計年度任用職員を除く。）が、一般職常勤職員の例により、当該子を

養育する」とあるのは、「要介護者のある会計年度任用職員が、一般職常勤職員の例により、当該要介

護者を介護する」と、「深夜に」とあるのは「深夜（午後10時から翌日の午前５時までの間をいう｡)

に」と、第２項中「３歳に満たない子のある会計年度任用職員が、一般職常勤職員の例により、当該子

を養育する」とあるのは「要介護者のある会計年度任用職員が、一般職常勤職員の例により、当該要介

護者を介護する」と、「当該請求をした会計年度任用職員の業務を処理するための措置を講ずることが

著しく困難である場合」とあるのは、「公務の運営に支障がある場合」と、前項中「小学校就学の始期

に達するまでの子のある会計年度任用職員が、一般職常勤職員の例により、当該子を養育する」とある

のは「要介護者のある会計年度任用職員が、一般職常勤職員の例により、当該要介護者を介護する」と

読み替えるものとする。

（フルタイム会計年度任用職員の休日及び休日の代休日）

第７条 フルタイム会計年度任用職員の休日及び休日の代休日の指定については、一般職常勤職員の例によ

る。

（休暇の種類）

第８条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

（年次有給休暇）



第９条 会計年度任用職員の年次有給休暇は、一年区分期間（初めて会計年度任用職員として任用された日

（以下「当初任用日」という。）から１年ごとに区分した各期間をいう。以下同じ。）における休暇とする。

２ 年次有給休暇（この項の規定により繰り越されたものを除く。）は、当該一年区分期間の翌年に繰り越す

ことができる。

３ 年次有給休暇の日数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 初めて会計年度任用職員に任用された場合 当初任用日における会計年度任用職員の継続勤務期間

（当初任用日から現任期の末日までにおける引き続き任用されている期間をいう。以下同じ。）及び１週

間の勤務日の日数に応じた別表第１に掲げる日数

(2) 当初任用日から引き続き在職し１年を経過するまでの間に会計年度任用職員として再度任用された場

合 当該再度任用日における会計年度任用職員の継続勤務期間（当該継続勤務期間が１年を超えた場合

には１年とする。）及び１週間の勤務日の日数に応じた別表第１に掲げる日数から、当初任用日から当該

再度任用日の前日までの間に使用した年次有給休暇を減じた日数

(3) 当初任用日から引き続き在職し１年を経過した日（この項において「１年経過日」という。）において

会計年度任用職員として再度任用された場合 １年経過日における会計年度任用職員の継続勤務期間及

び１週間の勤務日の日数に応じた別表第１に掲げる日数に、１年経過日の前日における年次有給休暇の

残日数を加えた日数

(4) １年経過日に会計年度任用職員として引き続き在職している場合（前号に掲げる場合を除く。） １年

経過日における会計年度任用職員の継続勤務期間及び１週間の勤務日の日数に応じた別表第１に掲げる

日数に、１年経過日の前日における年次有給休暇の残日数を加えた日数

(5) 当初任用日から１年を超えた区分期間初日（各一年区分期間の初日をいう。以下、この項において同

じ。）以外に会計年度任用職員として再度任用された場合（次号及び第７号に掲げる場合を除く。） 当該

再度任用された日の前日における年次有給休暇の日数

(6) 当初任用日から引き続き在職し２年以上経過した区分期間初日において会計年度任用職員として再度

任用された場合 当該区分期間初日における会計年度任用職員の継続勤務期間及び１週間の勤務日の日

数に応じた別表第１に掲げる日数に、当該区分期間初日の前日における年次有給休暇の残日数（当該一

年区分期間の前々年から繰り越されたものを除く。）を加えた日数

(7) 当初任用日から引き続き在職し２年以上経過した区分期間初日において会計年度任用職員として在職

している場合（前号に掲げる場合を除く。） 当該区分期間初日における会計年度任用職員の継続勤務期

間及び１週間の勤務日の日数に応じた別表第１に掲げる日数に、当該区分期間初日の前日における年次

有給休暇の残日数（当該一年区分期間の前々年から繰り越されたものを除く。）を加えた日数

４ 職員の給与に関する条例（昭和28年静岡県条例第31号。以下「職員給与条例」という。）、静岡県教職員

の給与に関する条例（昭和31年静岡県条例第52号。以下「教職員給与条例」という。）又は静岡県地方警察

職員の給与に関する条例（昭和32年静岡県条例第40号。以下「警察職員給与条例」という。）の適用を受け

る職員であった者であって引き続き会計年度任用職員となったものの年次有給休暇の日数は、前項の規定

にかかわらず、人事委員会が別に定める日数とする。

５ 静岡県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和42年静岡県条例第25号）若しくは静岡県立静



岡がんセンター事業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成14年静岡県条例第47号）の適用を受け

る職員又は法第57条の適用を受ける単純な労務に雇用される職員であった者であって引き続き会計年度任

用職員となったものの年次有給休暇の日数は、第３項の規定にかかわらず、人事委員会が別に定める日数

とする。

６ 任命権者は、年次有給休暇を、１日又は１時間を単位として（特に必要と認められる場合として人事委

員会が定める場合にあっては、人事委員会が定めるものを単位として）、会計年度任用職員が請求する時

季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を

妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

７ 前項の規定により１時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合には、フルタイム会

計年度任用職員については７時間45分をもって１日とし、パートタイム会計年度任用職員については１週

間の勤務時間を１週間の勤務日の日数で除して得た時間数（１分未満の端数が生じたときは、これを切り

捨てる。)をもって１日とする。

（特別休暇）

第10条 会計年度任用職員の特別休暇は、次の各号に掲げる場合における休暇とし、その期間は当該各号に

定める期間とする。

(1) 公務による負傷若しくは疾病、又は通勤（地

方公務員災害補償法（昭和42年法律第121号）

第２条第２項及び第３項に規定する通勤をい

う。）による負傷若しくは疾病の場合

療養に必要な期間

(2) その他の負傷又は疾病の場合 10日以内で必要と認める期間

(3) 忌引の場合 勤務時間規則別表第２に定める期間

(4) 夏季において心身の健康の維持及び増進又は

家庭生活の充実のため勤務しないことが相当で

あると認められる場合

一の会計年度の６月から９月までの期間内におい

て別表第２に定める日数以内で必要と認める期間

(5) 結婚の場合 ７日以内で必要と認める期間

(6) 出産の場合 ア ８週間（多胎妊娠の場合にあっては、14週

間）以内に出産する予定の女性職員にあって

は、申し出た日から出産日までの期間

イ 産後８週間を経過しない女性職員にあって

は、出産の翌日から８週間

(7) 生理日において勤務することが著しく困難で

ある場合

女性職員が請求した期間。ただし、２日を超える

ときはその超える期間については医師の証明等に基

づき最少限度必要と認める日又は時間

(8) 職員が生後１年に達しない子を育てる場合 １日２回各々30分以内で必要と認める期間

(9) 妊娠中又は出産後１年以内の女性職員が母子

保健法（昭和40年法律第141号）に規定する保健

勤務時間規則別表第３に定める受診回数（医師等

の特別の指示があった場合には、その指示された回



２ 前項第２号の規定の適用については、同号に規定する休暇（以下この項において「特定傷病休暇」とい

い、この項の規定により特定傷病休暇の期間が連続しているものとみなされた休暇を含む。）を使用した会

計年度任用職員が、当該会計年度任用職員における同一任期内に、当該休暇に係る負傷又は疾病と継続性

があると認められる負傷又は疾病により、再度、特定傷病休暇を使用した場合にあっては、特定傷病休暇

の期間は連続しているものとみなす。

指導又は健康診査（以下「保健指導等」とい

う。)を受ける場合

数）で、１回につき、１日の正規の勤務時間の範囲

内で必要な時間

(10) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関

の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響

があると認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、１日

を通じて１時間を超えない範囲内で必要な時間

(11) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健

康保持に影響があると認められる場合

適宜休息し、又は補食するために必要な時間

(12) 妊娠中の女性職員が妊娠に起因する障害のた

め勤務することが困難であると認められる場合

一妊娠期間において14日以内で必要な期間。ただ

し、保健指導等の結果、医師等の指導により勤務を

しないことがやむを得ないと認められる場合には、

必要と認める期間

(13) 職員の配偶者、父母、子、配偶者の父母その

他人事委員会で定める者が負傷又は疾病のため

看護（中学校就学の始期に達するまでの子につ

いては、疾病の予防を図るために必要なものと

して人事委員会が定める世話を含む。以下同

じ。)を必要とする場合で、当該職員が看護のた

め勤務しないことが相当であると認められると

き

一の会計年度において５日（中学校就学の始期に

達するまでの子が２人以上の場合にあっては、10日

（５日は当該子の看護を必要とする場合に限る。)）

以内で必要と認める期間

(14) 要介護者の介護その他の人事委員会が定める

世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務し

ないことが相当であると認められる場合

一の会計年度において５日（要介護者が２人以上

の場合にあっては、10日）以内で必要と認める期間

(15) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血

幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者

としてのその登録を実施する者に対して登録の

申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉

妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末

梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する

場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、

入院等のため勤務しないことがやむを得ないと

認められる場合

必要と認める期間



３ 第１項に規定する特別休暇で、週又は日を単位とするもの（同項第12号から第14号までの特別休暇を除

く。）の期間は、原則として連続する暦日によるものとする。ただし、同項第４号の特別休暇についてはそ

の期間を１暦日ごとに、同項第５号の特別休暇についてはその期間を２つの連続する暦日に分割すること

ができる。

４ 第１項第12号から第14号までの特別休暇の単位は、１日又は１時間とする。ただし、当該特別休暇の残

日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に１時間未満の端数があるときは、当該残日数

の全てを使用することができる。この場合において、１時間を単位として使用した特別休暇を日に換算す

る場合には、前条第７項の規定を準用する。

５ 第１項第１号及び第２号の特別休暇は、必要に応じて１日、１時間又は１分を単位として取り扱うもの

とする。この場合において、１分を単位として使用した特別休暇を時間に換算する場合には、60分をもっ

て１時間とし、１時間を単位として使用した特別休暇を日に換算する場合には、前条第７項の規定を準用

する。

（介護休暇）

第11条 会計年度任用職員の介護休暇は、次項に定める会計年度任用職員が要介護者の介護をするため、勤

務しないことが相当であると認められる場合における休暇とし、その期間は、要介護者の各々が当該介護

を必要とする一の継続する状態ごとに、任命権者が、勤務時間規則第13条の規定の例により、当該職員の

申出に基づき、３回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間（次項及び次条第１

項において「指定期間」という。)内において必要と認められる期間とする。

２ 介護休暇を申し出ることができる会計年度任用職員は、前項の申出の時点において、１週間の勤務日の

日数が３日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年

度任用職員で１年間の勤務日が121日以上であるものであって、任命権者を同じくする職（以下この項にお

いて「特定職」という。)に引き続き在職した期間が１年以上であり、かつ、当該申出において前項の規定

により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から６月を経過する日まで

に、その任期（任期が更新される場合にあっては、更新後のもの）が満了すること及び特定職に引き続き

採用されないことが明らかでないものとする。

３ 介護休暇の単位については、勤務時間規則第13条の２の規定の例による。

（介護時間)

第12条 会計年度任用職員の介護時間は、会計年度任用職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々

が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する３年の期間（当該要介護者に係る指定期間と

重複する期間を除く。）内において１日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる

場合における休暇とする。

２ 介護時間の時間は、１日につき２時間（当該会計年度任用職員について１日につき定められた勤務時間

から５時間45分を減じた時間が２時間を下回る場合は、当該減じた時間）を超えない範囲内で必要と認め

られる時間とする。

３ 会計年度任用職員の介護時間の単位は30分とし、当該休暇は、１日を通じ、始業の時刻から連続し、又

は終業の時刻まで連続した２時間（前項に規定する減じた時間が２時間を下回る場合にあっては、当該減



じた時間）の範囲内（第10条第１項第８号に規定する特別休暇又は育休法第19条に規定する部分休業の承

認を受けて勤務しない時間がある日については、当該２時間から当該特別休暇及び部分休業の承認を受け

て勤務しない時間を減じた時間の範囲内）とする。

（年次有給休暇又は特別休暇の請求等）

第13条 年次有給休暇又は特別休暇の請求等については、勤務時間規則第17条の規定の例による。

２ 特別休暇（第10条第１項第６号に規定する特別休暇を除く。）の承認については、勤務時間規則第15条の

規定の例による。

（介護休暇又は介護時間の請求等）

第14条 介護休暇又は介護時間の請求については、勤務時間規則第18条第１項及び第２項の規定の例によ

る。

２ 介護休暇又は介護時間の承認については、勤務時間規則第16条の規定の例による。

（特別休暇、介護休暇又は介護時間の承認の決定等）

第15条 第13条第２項に規定する特別休暇又は介護休暇若しくは介護時間の請求があった場合における承認

の決定等については、勤務時間規則第19条の規定の例による。

（雑則）

第16条 この規則により難い事情があると認められるときは、人事委員会の承認を得て別段の取扱いをする

ことができる。

（実施事項）

第17条 この規則の実施に関し、必要な事項は任命権者が定める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 令和２年３月31日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例

の整備に関する条例（令和元年静岡県条例第１号。以下「整備条例」という。）第１条の規定による改正前

の職員給与条例第25条、整備条例第６条の規定による改正前の教職員給与条例第25条又は整備条例第７条

の規定による改正前の警察職員給与条例第24条に規定する臨時又は非常勤職員として任用され、引き続い

て会計年度任用職員として任用された職員の当該任用日における年次有給休暇の日数は、人事委員会が別

に定める日数とする。

３ 令和２年３月31日において、特別職の職員等の給与等に関する条例（昭和46年静岡県条例第25号）に規

定する非常勤の特別職の職員として任用され、引き続いて会計年度任用職員として任用された職員の年次

有給休暇の取扱いについては、人事委員会が別に定める。



別表第１（第９条関係）

備考 １週間の勤務日の日数が４日以下とされている会計年度任用職員で１週間の勤務時間が29時間以上

であるものは、１週間の勤務日の日数が５日以上の欄を適用する。

１週間の勤務日の日数 ５日以上 ４日 ３日 ２日 １日

継
続
勤
務
期
間

２月以下の場合 無し 無し 無し 無し 無し

２月を超え３月以下の場合 ３日 ２日 １日 １日 無し

３月を超え４月以下の場合 ４日 ２日 ２日 １日 無し

４月を超え５月以下の場合 ５日 ３日 ２日 １日 無し

５月を超え６月以下の場合 ６日 ４日 ３日 ２日 １日

６月を超え１年以下の場合 10日 ７日 ５日 ３日 １日

１年を超え２年以下の場合 11日 ８日 ６日 ４日 ２日

２年を超え３年以下の場合 12日 ９日 ６日 ４日 ２日

３年を超え４年以下の場合 14日 10日 ８日 ５日 ２日

４年を超え５年以下の場合 16日 12日 ９日 ６日 ３日

５年を超え６年以下の場合 18日 13日 10日 ６日 ３日

６年を超える場合 20日 15日 11日 ７日 ３日



別表第２（第10条関係）

６月から９月までの任用期間 １週間の勤務時間 期間

１月を超え２月以下の場合
29時間以上の場合 ２日

29時間未満の場合 １日

２月を超える場合
29時間以上の場合 ３日

29時間未満の場合 ２日


